
令 和 ８ 年
１月22日
（木曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
選
管
告
示

直
接
請
求
に
必
要
な
有
権
者
の
数
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山
口
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
繰
上
投
票
を
行
う
投
票
区
及
び
投
票
の
期
日

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
知
事
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
様
式

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…

山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
等
の
住
所
及
び
氏
名

三
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
の
取
扱
い
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
へ
の
掲
示
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
日

三

…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
政
見
放
送
の
日
時
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時

四

…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
に
貼
る
証
紙
の
様
式

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
政
治
活
動
用
ポ
ス
タ
ー
に
貼
る
証
紙
の
様
式

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
議
会
柳
井
市
選
挙
区
選
出
議
員
の
補
欠
選
挙
事
由
の
発
生

四
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
山
口
県
知
事
選
挙
選
挙
長
告
示

選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

直
接
請
求
の
種
類

根

拠

規

定

必

要

な

有

権

者

の

数

県
条
例
の
制
定
又
は
改

廃
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
四

条
第
一
項

二
一
、
七
三
三

県
の
事
務
の
執
行
に
関

す
る
監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七
十
五

条
第
一
項

県
議
会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七
十
六

条
第
一
項

二
三
五
、
八
三
一

県
議
会
の
議
員
の
解
職

の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
条

第
一
項

下
関
市
選
挙
区

六
八
、
〇
五
五

宇
部
市
選
挙
区

四
三
、
七
一
五

山
口
市
選
挙
区

五
一
、
六
六
九

萩
市
・
阿
武
町
選
挙
区

一
二
、
九
〇
四

防
府
市
選
挙
区

三
一
、
一
五
一

下
松
市
選
挙
区

一
五
、
五
〇
九

岩
国
市
・
和
木
町
選
挙
区

三
六
、
三
七
九

光
市
選
挙
区

一
三
、
五
四
八

長
門
市
選
挙
区

八
、
六
五
四

柳
井
市
選
挙
区

八
、
三
五
一

美
祢
市
選
挙
区

六
、
一
〇
九

周
南
市
選
挙
区

三
七
、
八
四
五

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

一
六
、
五
一
三

周
防
大
島
町
選
挙
区

四
、
〇
一
四

上
関
町
・
田
布
施
町
・
平
生
町
選
挙
区

七
、
八
〇
四

知
事
の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八
十
一

条
第
一
項

二
三
五
、
八
三
一

副
知
事
、
県
の
選
挙
管

理
委
員
若
し
く
は
監
査

委
員
又
は
公
安
委
員
会

の
委
員
の
解
職
の
請
求
地
方
自
治
法
第
八
十
六

条
第
一
項

県
の
教
育
委
員
会
の
教

育
長
又
は
委
員
の
解
職

の
請
求

地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法

律
第
八
条
第
一
項

一
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山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

山
口
県
知
事
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
を
次
の
期
日
に
執
行
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

選
挙
期
日

令
和
八
年
二
月
八
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
、
繰
上
投
票
を
行
う
投
票
区
及
び
投
票
の

期
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

市

町

名

投

票

区

名

投

票

の

期

日

下

関

市

六

連

ῪΎῬ
令
和
八
年
二
月
七
日

蓋

井

萩

市

大

島

相

島

見

島

第

一

見

島

第

二

防

府

市

野

島

岩

国

市

柱

島

柳

井

市

平

郡

第

一

平

郡

第

二

大
島
郡
周
防
大

島
町

江

ノ

浦

Ḻ

見

熊
毛
郡
上
関
町

祝

島

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
用
い
る
投
票
用
紙
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

一

一
般
投
票

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行

山

口

県

知

事

選

挙

投

票

山
口
県
選

挙
管
理
委

員
会
之
印

○

注ち
ゅ
う

意い

一

候こ
う

補ほ

者し
ゃ

の
氏し

名め
い

は
、
欄ら

ん

内な
い

に
一
人

ひ
と
り

書か

く
こ
と
。

二

候こ
う

補ほ

者し
ゃ

で
な
い
者も

の

の
氏し

名め
い

は
、
書か

か
な
い
こ
と
。

候
こう

補
ほ

者
しゃ

氏
し

名
めい備

考

用
紙
は
、
白
色
と
し
、
黒
色
の
イ
ン
ク
で
印
刷
す
る
。

二
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二

点
字
投
票

点
字
投
票

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行

山

口

県

知

事

選

挙

投

票

山
口
県
選

挙
管
理
委

員
会
之
印

○

注ち
ゅ
う

意い

一

候こ
う

補ほ

者し
ゃ

の
氏し

名め
い

は
、
欄ら

ん

内な
い

に
一
人

ひ
と
り

書か

く
こ
と
。

二

候こ
う

補ほ

者し
ゃ

で
な
い
者も

の

の
氏し

名め
い

は
、
書か

か
な
い
こ
と
。

候
こう

補
ほ

者
しゃ

氏
し

名
めい備

考⚑

用
紙
は
、
白
色
と
し
、
黒
色
の
イ
ン
ク
で
印
刷
す
る
。

⚒

「
点
字
投
票
」
の
文
字
の
上
に
、
点
字
に
よ
り
「
ち
じ
」
と
表
示
し
た
透
明
な
シ
ー
ル
を
貼
り
付
け
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
代
理
者
と
し
て
選

任
し
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

選

挙

長

選

挙

長

職

務

代

理

者

住

所

氏

名

住

所

氏

名

山
口
市

黒
瀬

邦
彦

山
口
市

野
原

弘
幸

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
は
、
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局
に
お
い
て
取
り
扱
う
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

一

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

二

日
時

令
和
八
年
二
月
十
日
午
前
十
時

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
、
候
補
者
が
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
へ
の
選
挙

運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

開
始
期
日

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
二
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
者
の
政
見
放
送
の
日
時
を
定
め
る

く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

一

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

二

日
時

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日
午
後
五
時
三
十
分

二
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山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
順
序
を
定
め
る
く
じ
を

行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

一

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

二

日
時

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
午
後
五
時
三
十
分

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
金
額
の
制
限
額

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

制
限
額

三
一
、
八
〇
六
、
五
〇
〇
円

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
五
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
に
貼
る
証
紙
の
様
式

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

令和８年執行

山口県知事選挙ビラ

（ 番 号 ）

山口県選挙管理委員会

備
考

用
紙
は
、
特
別
の
紙
質
を
使
用
し
、
地
紋
を
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
け
る
政
治
活
動
用
ポ
ス
タ
ー
に
貼
る
証
紙
の
様

式
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

令和８年執行

山口県知事選挙ポスター

第 区（番号）

山口県選挙管理委員会

備
考

用
紙
は
、
特
別
の
紙
質
を
使
用
し
、
地
紋
を
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日
山
口
県
議
会
柳
井
市
選
挙
区
選
出
議
員
の
補
欠
選
挙
を
行
う
べ
き
事
由
が

生
じ
た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

山
口
県
知
事
選
挙
選
挙
長
告
示
第
一
号

令
和
八
年
二
月
八
日
執
行
の
山
口
県
知
事
選
挙
に
お
い
て
、
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を

超
え
、
又
は
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
候
補
者
の
届
出
に
係
る
者
が
三
人
以
上
と

な
っ
た
場
合
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

山
口
県
知
事
選
挙
選
挙
長

黒

瀬

邦

彦

四

山 口 県 報令和８年１月22日 木曜日 （号 外−１）



一

場
所

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
庁

二

日
時

令
和
八
年
二
月
六
日
午
前
十
時

四

山 口 県 報令和８年１月22日 木曜日 （号 外−１）

五

山 口 県 報令和８年１月22日 木曜日 （号 外−１）



令
和
八
年
一
月
二
十
二
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


